
 

 

毎 

私は平成         年        

また、毎納制の適用にあたり、以下

 

◆ 毎納制の適用以前に既

◆ 毎納制の適用後でも、月会費

◆ 毎納制の金額は、一稽古

◆ 前月以前に遡っての適用

納入頂きます。 

 

 

 

毎納希望事由 ：                                                              

 

 

 

 

 

                   

稽古謝礼金 

 納 希 望 届 

修心流居合術兵法  修心館 

平成     

 

 

        月度から、下記の事由により稽古謝礼金の

以下の事項に同意致します。 

既に納入頂きました稽古謝礼金の返金は致しかねます

月会費 1,800 円は口座引落しにより継続して納入頂

一稽古 3,500 円とします。 

適用も可能ですが、毎納制の適用月から当月分までの

                                                             

                   氏名                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 館長   町井 勲 殿   

 

     年    月    日   

の毎納を希望します。 

しかねます。 

納入頂きます。 

までの月会費を口座振替にて 

                                                              

                                 印   

H.24 3.31 改訂  


